
　
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事

業
は
計
画
的
に
取
り
組
み

「
子
ど
も
に
と
っ
て
の
最
善

の
利
益
」
を
確
保
で
き
る
よ

う
、
推
進
さ
れ
て
い
る
か
。

　
　
保
護
者
が
安
心
し
て
育

児
を
行
っ
て
い
く
た
め
の
、

子
育
て
支
援
の
現
状
と
課
題
。

　
　
【
民
生
部
長
】
地
域
の

つ
な
が
り
の
た
め
に
、
子
育

て
支
援
セ
ン
タ
ー
で
は
「
つ

ど
い
の
広
場
」と「
フ
ァ
ミ

リ
ー
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
」

を
、
保
健
セ
ン
タ
ー
で
は

「
赤
ち
ゃ
ん
サ
ロ
ン
」
を
実

施
し
て
い
る
。

　

今
後
は
フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ

ー
ト
セ
ン
タ
ー
の
援
助
会
員

の
確
保
に
努
め
る
。

　
　
母
性
並
び
に
乳
幼
児
等

の
健
康
確
保
。

　
　
【
民
生
部
長
】
昨
年
、

保
健
セ
ン
タ
ー
に
「
子
育
て

ス
タ
ー
ト
・
ラ
ポ
ー
ル
」
を

開
設
し
た
。

　

今
後
は
、
産
婦
ケ
ア
事
業

の
導
入
、
保
健
師
の
ス
キ
ル

の
向
上
等
に
努
め
る
。

　
　
子
ど
も
の
心
身
の
健
や

か
な
成
長
に
は
家
庭
や
地
域

に
お
け
る
教
育
環
境
の
整
備

が
必
要
。

　
　
【
民
生
部
長
】
平
成
17

年
度
か
ら
幼
保
小
中
一
貫
教

育
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
立
ち
上

げ
、
子
ど
も
た
ち
を
町
全
体

で
育
て
る
教
育
を
し
て
い
る
。

　

今
後
は
、
「
い
じ
め
等
」

の
今
日
的
な
課
題
や
急
増
す

る
子
ど
も
た
ち
の
教
育
環
境

整
備
に
努
め
る
。

　
　
子
育
て
に
対
す
る
不
安

や
負
担
を
抱
え
込
む
こ
と
な

く
、
子
育
て
を
支
援
す
る
生

活
環
境
の
整
備
。

　
　
【
民
生
部
長
】
子
育
て

支
援
セ
ン
タ
ー
で
は
心
理
士

や
保
健
師
に
よ
る
相
談
を
、

ま
た
教
育
相
談
セ
ン
タ
ー
で

は
学
校
教
育
指
導
員
等
に
よ

る
相
談
事
業
を
、
更
に
保
育

園
で
は
「
な
か
よ
し
広
場
」

を
開
催
し
て
い
る
。

　

今
後
は
、
相
談
者
が
安
心

し
て
相
談
の
で
き
る
や
さ
し

い
窓
口
業
務
に
努
め
る
。

　
　
子
育
て
家
庭
に
お
い
て

も
共
働
き
が
増
え
、
ま
た
保

育
ニ
ー
ズ
も
多
様
化
し
て
い

る
。
そ
れ
ら
に
柔
軟
に
対
応

し
た
支
援
策
が
求
め
ら
れ
る
。

　
　
【
民
生
部
長
】
保
育
園

で
は
延
長
保
育
事
業
を
、
ま

た
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事

業
も
実
施
し
て
い
る
。

　

今
後
は
、
保
育
園
入
所
申

込
み
の
見
直
し
、
病
児
保
育

事
業
の
実
施
、
放
課
後
児
童

健
全
育
成
事
業
の
適
正
な
事

業
運
営
に
努
め
る
。

　
　
地
域
の
中
で
安
心
し
て

活
動
や
学
習
、
遊
び
が
で
き

る
子
ど
も
の
居
場
所
づ
く
り
。

　
　
【
民
生
部
長
】
卯
之
山

児
童
館
の
設
置
や
教
育
相
談

セ
ン
タ
ー
に
適
応
指
導
教
室

を
設
置
。
ま
た
、
毎
週
土
曜

日
に
阿
久
比
サ
タ
デ
ー
ス
ク

ー
ル
を
実
施
、
今
後
は
、
児

童
館
の
有
効
な
活
用
等
の
検

討
が
必
要
と
考
え
る
。

　
　
母
子
家
庭
で
は
、
経
済

的
な
問
題
、
父
子
家
庭
で
は

家
事
や
子
育
て
な
ど
多
く
の

問
題
を
抱
え
て
い
る
。
要
保

護
児
童
へ
の
き
め
細
や
か
な

対
応
。

　
　
【
民
生
部
長
】
国
の
児

童
扶
養
手
当
、
県
及
び
町
の

遺
児
手
当
を
支
給
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ

ー
ト
セ
ン
タ
ー
事
業
や
民
生

児
童
委
員
に
よ
る
、
ひ
と
り

親
家
庭
の
相
談
事
業
を
実
施

し
て
い
る
。

　

今
後
は
、
町
遺
児
手
当
の

支
払
回
数
等
の
運
用
方
法
を

検
討
し
て
い
き
た
い
。

　
　
事
業
計
画
は
、
平
成
27

年
度
か
ら
令
和
元
年
度
ま
で

の
５
年
間
、
中
間
年
に
お
い

て
事
業
計
画
の
見
直
し
。

　
　
【
民
生
部
長
】
５
カ
所

の
修
正
。

①
幼
稚
園
、
保
育
園
の
各
認

定
区
分
ご
と
の
児
童
数
の

う
ち
、
保
育
園
と
私
立
幼

稚
園
の
提
供
量
等
の
修
正

及
び
居
宅
訪
問
型
保
育
事

業
の
提
供
量
の
修
正
。

②
時
間
外
保
育
事
業
の
ニ
ー

ズ
量
、
提
供
量
の
修
正
。

③
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事

業
の
ニ
ー
ズ
量
、
実
地
箇

所
数
の
修
正
。

④
フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト
セ

ン
タ
ー
の
実
施
、
ニ
ー
ズ

量
、
及
び
提
供
量
の
修
正
。

⑤
利
用
者
支
援
事
業
の
実
施

形
態
を
母
子
保
健
型
に
修

正
し
て
保
健
セ
ン
タ
ー
内

に
「
子
育
て
ス
タ
ー
ト
・

ラ
ポ
ー
ル
」
を
開
設
し
た
。

答 問

答 問

答 問答 問

答 問答 問

答 問答 問

子ども・子育て支援事業
更に適正な事業運営に努める

久保　秋男  議員
（済和会）
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